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株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2019 年４月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり株主優待制度の変更につ

いて決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高めるた

めに株主優待制度を実施しております。このたび、より多くの株主様に当社株式を中長期的

に保有していただくことを目的とし、当社株式の保有期間に応じた株主優待制度に変更する

ことといたしました。

２．変更の内容

（１）変更前

対象となる株主様
毎年６月 30日を基準日として、当社株主名簿に記載または記録

された 100株（１単元）以上保有されている株主様

優待内容
継続保有期間 区分なし

100 株以上 QUO カード 1,000 円分

（２）変更後

対象となる株主様
毎年６月 30日を基準日として、当社株主名簿に記載または記録

された 200株（２単元）以上保有されている株主様

優待内容
継続保有期間 １年以上

200 株以上 QUO カード 2,000 円分



（注１） 継続保有期間とは、株式を取得したことが株主名簿に記載または記録された日から各

基準日（毎年６月 30日）まで株式を同一株主番号により継続して保有した期間をいい

ます。なお、継続保有期間１年以上は、毎年 12月 31 日および６月 30 日時点において

当社株主名簿に、同一株主番号で継続して３回以上記載または記録された株主様とし

ます。

（注２） 株主優待の対象となる株主様は、基準日時点において 200 株以上を１年以上保有する

株主様で、継続保有期間中のいずれの時点においても、同一株主番号で最小株式数（200

株）を下回ることなく保有していることが当社株主名簿により確認できる株主様とし

ます。

３．変更の時期

基準日を 2019 年６月 30 日とする株主優待制度より変更後の制度を適用いたします。

以 上


